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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
今
後
の
損
害
賠
償
措
置
額
引
上
げ
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及
び
同
福
島
第
二
原
子

力
発
電
所
に
お
い
て
発
生
し
た
事
故
に
お
け
る
甚
大
な
被
害
を
踏
ま
え
、
被
害
者
へ
の
迅
速
か
つ
公
正
な
賠
償
の
実
施
、
被

害
者
へ
の
賠
償
に
係
る
国
民
負
担
の
最
小
化
、
予
見
可
能
性
の
確
保
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
慎
重
な
検
討

を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
は
、
被
害
者
の
意
見
を
幅
広
く
聴
取
し
た
上
で
、
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
の
指
針
そ

の
他
の
当
該
紛
争
の
当
事
者
に
よ
る
自
主
的
な
解
決
に
資
す
る
一
般
的
な
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
策
定
さ
れ
た
指
針

に
つ
い
て
は
適
時
適
切
に
見
直
す
こ
と
。 

 

三
、
政
府
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
下
に
置
か
れ
た
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
が
、
迅
速
に
和
解
を

進
め
る
こ
と
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
踏
ま
え
、
被
害
者
へ
の
公
正
か
つ
適
切
な
賠
償
に
資
す
る
た
め
、
同
セ
ン
タ

ー
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

四
、
原
子
力
損
害
賠
償
に
当
た
り
、
原
子
力
事
故
を
起
こ
し
た
原
子
力
事
業
者
の
株
主
、
金
融
機
関
等
の
利
害
関
係
者
の
負
担

を
含
め
必
要
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


